
未成年の子の
氏 名

父母双方が親権を行う子

父（夫）が親権を行う子

母（妻）が親権を行う子

親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子

（協議離婚で親権者の定
めをした場合）相違なけ
れば、それぞれが□レのよ
うにしるしをつけてくだ
さい。

夫
□離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親
権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて
合意した。

妻
□離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親
権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて
合意した。

未成年の子がいる 場合は、 次の□のあてはま る も のにし る し をつけてく ださ い。

離婚後の子育ての分担について

□取決めをし ている 。 　 □ま だ、 決めていない。

　 子育ての分担： 子の身の回り の世話を期間で分担し たり 、 子に関する 事項（ 例えば、 教育に関する 事項、 医療に関する 事項など） の決

定を父母で分担し たり する こ と 。 父母の一方が全て行う と の取決めをし ている 場合も 「 取決めをし ている 。」 にし る し をつけてく ださ い。

親子交流について

□取決めをし ている 。 　 □ま だ、 決めていない。

　 親子交流： 未成年の子と 離れて暮ら し ている 親が子と 定期的、 継続的に、 会って話をし たり 、 一緒に遊んだり 、 電話や手紙などの方法

で交流する こ と 。 父母双方が定期的、 継続的に子育てをする と の取決めをし ている 場合や、 諸事情によ り 交流を実施し ないと の取決めを

し ている 場合も 「 取決めをし ている 。」 にし る し をつけてく ださ い。

経済的に自立していない子（未成年の子に限られません）がいる 場合は、 次の□のあてはま る も のにし る し をつけてく ださ い。

養育費の分担について

□取決めをし ている 。

□ま だ、 決めていない。 ※未成年の子については、 取決めをし ていなく ても 暫定的に養育費を請求する こ と ができ る 制度があり ま す。

　 養育費： 経済的に自立し ていない子（ 例えば、 アルバイ ト 等によ る 収入があっ ても 該当する 場合があり ま す） の衣食住に必要な経費、

教育費、 医療費など。 諸事情によ り 養育費を支払わないと の取決めをし ている 場合も 「 取決めをし ている 。」 にし る し をつけてく ださ い。

届 出 人 署 名
（※押印は任意） 印 印

夫 妻

未成年の子がいる場合は、本紙に記載し、離婚届に添付して届出をしてください。

本紙に記載した場合は、離婚届の「未成年の子の氏名」欄及び右下のチェック欄への記入は不要です。

詳し く は、各市区町村の窓口において配布し ている 法務省パンフ レ ッ ト を ご覧く ださ い。親権に関する 説明や、子育ての分担、親

子交流及び養育費等、 離婚をする と き に取り 決めておく べき こ と をま と めた情報を 法務省ウ ェ ブサイ ト 内にも 掲載し ていま す。

　 　 　    法務省　 離婚　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 法務省パンフレッ ト 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 法務省の解説動画

日本司法支援センタ ー（ 法テラ ス ）では，親子交流の取決めや養育費の分担など離婚を めぐ る 問題について，相談窓口等の情報を

無料で提供し ていま す。無料法律相談や弁護士費用等の立替えを ご利用いただける 場合も あり ま すので，お問い合わせく ださ い。

【 法テラ ス ・ サポート ダイ ヤル】 0570─ 078374　【 公式ホームページ】 https://w w w .houter asu.or .jp

父母が離婚する と き は、 親子交流や養育費の分担など 子の監護に必要な事項についても 父母の協議で定める こ と と さ れていま

す。 こ の場合には、 子の利益を 最も 優先し て考えなければなら ないこ と と さ れていま す。

別紙

(5)

離婚届中、（５）欄の記入について

✓ ✓

・未成年の子がいる場合は、離婚後の親権者を取り決めます。

・父母が共同で親権を行使する子は①の欄、父のみが行使する子は②の欄、母のみが行使する子は③の欄に、

子の氏名をすべてフルネームで記載します。

・親権者が決まっていない場合は、離婚届を出すことはできません。ただし、既に家庭裁判所に審判あるいは調停を

申し立てている場合は、確定する前でも離婚の届出が可能です。その場合は、④の欄に子の氏名を記載してください。

・未成年の子が、夫または妻にとって養子（養女）である場合も、親権者を定める必要があります。

※ここのチェックの記載がない場合、受理ができませんのでご注意ください！

①

②

③

④

　令和８年４月１日、民法等の一部を改正する法律（令和６年法律第３３号）が施行されました。

　未成年の子がいる父母が離婚する際、これまでの民法では父母のどちらか一方のみを親権者と定めましたが、今回の

改正により、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。離婚後の親権について

父母で取り決めの上、以下を参考に記入してください。

別紙

 ・未成年の子一名につき記入できる欄は一か所のみです。同一人の氏名が複数の欄に記載されることはありません。

https://www.houterasu.or.jp

